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議案第 34 号 

   専決処分につき承認を求めることについて 

 令和４年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）を定めることについて

は、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４年５月２０日別紙のとおり処

分したから、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  令和４年６月７日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史    
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専第 3 号 

           専  決  処  分  書 

 令和４年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）を地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

  令和４年５月２０日 

                     生駒市長 小 紫 雅 史   

   令和４年度生駒市一般会計補正予算（第２回） 

 令和４年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９２，５０６千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９，７１９，７０４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



1
 
 
一
般
職

(
1
)
 
 
総
括

区
 
 
　
分

報
　
　
酬

給
　
　
料

職
員
手
当

計
共
 
済
 
費

合
　
　
計

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
6
9
6
)

8
0
0

7
6
3
,
5
4
7

3
,
1
3
6
,
7
0
1

2
,
3
7
7
,
5
0
8

6
,
2
7
7
,
7
5
6

1
,
1
4
3
,
8
2
2

7
,
4
2
1
,
5
7
8

(
6
9
2
)

8
0
0

7
6
0
,
2
8
1

3
,
1
3
6
,
7
0
1

2
,
3
7
5
,
8
0
4

6
,
2
7
2
,
7
8
6

1
,
1
4
3
,
2
4
2

7
,
4
1
6
,
0
2
8

(
4
)

0
3
,
2
6
6

0
1
,
7
0
4

4
,
9
7
0

5
8
0

5
,
5
5
0

※
（
　
）
内
は
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
外
書
き
し
た
も
の
。

扶
 
養
 
手
 
当

管
理
職
手
当
管
理
職
員
特
別

地
 
域
 
手
 
当
特
殊
勤
務
手
当

時
間
外
勤
務

休
日
勤
務
手
当

(
千
円
)

(
千
円
)
勤
務
手
当
(
千
円
）

(
千
円
)

(
千
円
)
手
当
 
 
 
(
千
円
)

(
千
円
)

7
3
,
4
4
0

1
1
9
,
1
7
2

2
,
3
7
6

1
9
7
,
1
0
4

1
,
0
9
7

1
9
6
,
8
1
2

3
2
,
4
4
3

7
3
,
4
4
0

1
1
9
,
1
7
2

2
,
3
7
6

1
9
7
,
1
0
4

1
,
0
9
7

1
9
5
,
7
6
2

3
2
,
4
4
3

0
0

0
0

0
1
,
0
5
0

0

夜
間
勤
務
手
当

通
 
勤
 
手
 
当

住
 
居
 
手
 
当

退
 
職
 
手
 
当

期
 
末
 
手
 
当

勤
 
勉
 
手
 
当

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

7
,
5
7
8

7
7
,
7
8
2

4
8
,
2
8
2

2
8
1
,
5
0
0

8
0
9
,
1
2
2

5
3
0
,
1
5
2

7
,
5
7
8

7
7
,
7
8
2

4
8
,
2
8
2

2
8
1
,
5
0
0

8
0
8
,
4
6
8

5
3
0
,
1
5
2

0
0

0
0

6
5
4

0

補
 
 
 
正
 
 
 
予
 
 
 
算
 
 
 
給
 
 
 
与
 
 
 
費
 
 
 
明
 
 
 
細
 
 
 
書

補
正
後

給
　
　
　
　
　
与
　
　
　
　
　
費

職
 
員
 
数

備
　
　
　
　
考

（
人
）

補
正
前

比
較

職
員
手
当
の

内
　
　
　
訳

区
　
　
分

補
正
後

補
正
前

比
　
較

単
身
赴
任
手
当

(
千
円
)

6
4
8

6
4
8 0

-12-



(
2
)
 
 
給
料
及
び
職
員
手
当
等
の
増
減
額
の
明
細

 
区
　
 
分
増
減
額
(
千
円
)

　
説
　
　
　
明

 
報
 
 
 
酬
会
計
年
度
任
用
職
員

3
,
2
6
6
そ
の
他
の
増
減
分

3
,
2
6
6
採

用
に

伴
う

増
加

分

 
給
 
 
 
料
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
職
員

会
計
年
度
任
用
職
員

そ
の
他
の
増
減
分

職
員
手
当
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
職
員

1
,
0
5
0

扶
養
手
当
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千
円

夜
間
勤
務
手
当

千
円

管
理
職
手
当
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
 
　

千
円

単
身
赴
任
手
当

千
円

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
 
 
 
 
 
 

千
円

通
勤
手
当

千
円

地
域
手
当
　
　
 
 
 
 
 
 

千
円

住
居
手
当
　
　
 
 
 
 
 
 

千
円

特
殊
勤
務
手
当
 
 
　
 
 
 
 
 
 

千
円

退
職
手
当
 
 

千
円

時
間
外
勤
務
手
当

1
,
0
5
0
千
円

期
末
手
当
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
円

休
日
勤
務
手
当
　
　
　
　
　

千
円

勤
勉
手
当
 
 

千
円

会
計
年
度
任
用
職
員

6
5
4
そ
の
他
の
増
減
分

6
5
4
採

用
に

伴
う

増
加

分

そ
の
他
の
増
減
分

1
,
0
5
0
業
務
量
増
に

伴
う
増
加
分

そ
の
他
の
増
減
分

制
度
改
正
に
伴
う

増
減

分

増
減
事
由
別
内
訳
　
(
千
円
)

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

給
与
改
定
に
伴
う

増
減

分

昇
給
に
伴
う

増
加

分

-13-



議案第 35 号 

令和４年度生駒市一般会計補正予算（第３回） 

 令和４年度生駒市の一般会計の補正予算（第３回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０７４，０８１千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０，７９３，７８５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

令和４年６月７日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 36 号 

 

令和４年度生駒市病院事業会計補正予算（第１回） 

 

第１条 令和４年度生駒市病院事業会計の補正予算（第１回）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 令和４年度生駒市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定 

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収 入                            

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病院事業収益 619,485 千円 688,629 千円 1,308,114 千円 

 第２項 医業外収益 532,053 千円 688,629 千円 1,220,682 千円 

支 出 

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病院事業費 583,385 千円 688,629 千円 1,272,014 千円 

 第１項 医業費用  530,703 千円 688,629 千円 1,219,332 千円 

 

第３条 予算第７条中、「２３,０１４千円」を「７１１,６４３千円」に改める。  

 

令和４年６月７日提出  

生駒市長 小 紫 雅 史 
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１ 収益的収入及び支出

(単位：千円)

病院事業

収 益

医 業 外

収 益

他 会 計

補 助 金

(単位：千円)

病 院

事 業 費

支　  出

2 122,200 688,629 810,829 交 付 金経 費

備　　　考

１ 583,385 1,272,014

1 530,703 1,219,332医業費用 688,629

688,629

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

2 25,788 688,629 714,417 一 般 会 計 補 助 金

収  　入

１ 619,485 1,308,114

2

令和４年度 生駒市病院事業会計補正予算（第１回）実施計画

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

532,053 1,220,682688,629

688,629
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議案第 37 号 

 

生駒市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年６月７日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市税条例等の一部を改正する条例 

（生駒市税条例の一部改正） 

第１条 生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第９条第１項中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当該

証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む｡)の手数料」に改め

る。 

第１８条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２９条第１項に規定する確定申告

書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項

の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用し

ない。 

第１８条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２９条第１項に規定する確定申告

書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得
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の金額については、適用しない。 

第２５条の３第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額

申告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分」を「

確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分」に改める。 

第２８条第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する

源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００

万円以下であるものに限る｡)の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定す

る自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるも

のに限る｡)で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、同条第２項中「第２

条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

第２９条第２項中「附記された」を「付記された」に改め、同条第３項中「

附記し」を「付記し」に改める。 

第２９条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるもの

に限る｡)の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する

青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの

及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金

額が１３３万円以下であるものに限る。次条第１項において同じ｡)の氏名 

第２９条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中「扶養親族（控除対象扶養親族」を「特定配偶者（所得割の

納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る｡)の自己と生計

を一にする配偶者（退職手当等（第４９条に規定する退職手当等に限る。以下

この項において同じ｡)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万
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円以下であるものに限る｡)をいう。第２号において同じ｡)又は扶養親族（控除

対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有しない者」に改め、同項中第

３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 特定配偶者の氏名 

第５４条中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改め

る。 

第８２条の２第１項中「閲覧の手数料」を「閲覧（法第３８２条の４に規定

する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む｡)の

手数料」に改める。 

第８２条の３第１項中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定す

る当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む｡)の手数料」

に改める。 

附則第９条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令

和３年」を「令和７年」に改める。 

附則第１８条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場

株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という｡)

に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得

税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定

の適用を受けた場合に限り適用する。 

附則第２１条第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７

条の８」に改める。 

附則第２５条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第２９条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよう
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とする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第２５条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第２９条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよう

とする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第２５条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年

分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書に

この項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む｡)」を削る。 

附則第２５条の８中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」

という｡｣を削る。 

附則第２５条の９を削る。 

附則第２６条第１項中「又は第６８条の１９第１項」を削る。 

（生駒市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 生駒市税条例の一部を改正する条例（令和３年６月生駒市条例第１６号

）の一部を次のように改正する。 

第２９条の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６

歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え、「

有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施

行する。 

(1) 第１条中生駒市税条例附則第２６条第１項の改正規定及び附則第４条第

１項の規定 公布の日 
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(2) 第１条中生駒市税条例第２９条の２の見出し及び同条第１項並びに第２

９条の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第９条の３の

２第１項、第２１条第３項及び第２５条の８の改正規定並びに同条例附則第

２５条の９を削る改正規定並びに第２条の規定並びに附則第３条第１項及び

第２項の規定 令和５年１月１日 

(3) 第１条中生駒市税条例第１８条第４項及び第６項、第２５条の３第１項

及び第２項、第２８条第１項ただし書及び第２項、第２９条第２項及び第３

項並びに第５４条の改正規定並びに同条例附則第１８条第２項、第２５条の

２第４項並びに第２５条の３第４項及び第６項の改正規定並びに附則第３条

第３項の規定 令和６年１月１日 

(4) 第１条中生駒市税条例第９条第１項、第８２条の２第１項及び第８２条

の３第１項の改正規定並びに次条並びに附則第４条第２項及び第３項の規定

令令和６年４月１日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第４号に掲げる規定による改正後の生駒市税条例第９条第１項の規

定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の１０の規定による証明書の交付について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の生駒市税条例（次項において「新条例」と

いう｡)第２９条の２第１項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の

日（以下この項及び次項において「２号施行日」という｡)以後に支払を受ける

べき第２９条の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項

に規定する申告書について適用し、２号施行日前に支払を受けるべき第１条の

規定による改正前の生駒市税条例（次項及び次条第１項において「旧条例」と

いう｡)第２９条の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２
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項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２９条の３第１項の規定は、２号施行日以後に支払を受けるべき所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項におい

て「公的年金等」という｡)について提出する新条例第２９条の３第１項に規定

する申告書について適用し、２号施行日前に支払を受けるべき公的年金等につ

いて提出した旧条例第２９条の３第１項に規定する申告書については、なお従

前の例による。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の生駒市税条例の規定は、令和

６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）附則第１４条

第２項の規定によりなお効力を有することとされる同項に規定する四年旧措置

法の規定が適用される場合については、旧条例附則第２６条第１項の規定は、

なおその効力を有する。 

２ 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の生駒市税条例第８２条の２第

１項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第３８２条

の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置を

講じたものを含む｡)の閲覧について適用する。 

３ 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の生駒市税条例第８２条の３第

１項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第３８２条

の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含

む｡)の交付について適用する。 
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議案第 38 号 

 

生駒市立学校給食センター改修整備工事請負変更契約の締結につい

て 

 

生駒市立学校給食センター改修整備工事について、下記のとおり請負変更契約

を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第２条の規定により、議会の議決を求め

る。 

記 

１ 契 約 の 目 的  生駒市立学校給食センター改修整備工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札 

３ 契 約 金 額  １８６，２３０，０００円 

４ 契約の相手方  奈良市南紀寺町２丁目１４７番地 

          谷建設株式会社 

          代表取締役 谷  慎 吾 

５ 工      期   

(1) 変更前  契約の日から令和４年９月３０日まで 

(2)  変更後  契約の日から令和５年１月３１日まで 

 

令和４年６月７日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 39 号 

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得する財産  高規格救急自動車 

２ 取 得 価 格  １９，８００，０００円 

３ 契約の相手方  生駒市小明町２１０１番地１ 

          奈良トヨタ株式会社東生駒店 

          店長 末 吉 正 吾 

４ 契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札 

 

令和４年６月７日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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議案第 40 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路 線 名 

 起        点 

番号  終        点 

1 小明町南１３号線 
小明町５３４番１５先 

小明町５３４番１２先 

2 中菜畑１丁目４号線 
中菜畑１丁目１４番４先 

中菜畑１丁目２４番３先 

3 秋津７号線 
小平尾町１８７７番１先 

小平尾町１０１３番４９先 

4 秋津８号線 
小平尾町１９３４番１先 

小平尾町１０１３番４２先 

5 さつき台２２号線 
さつき台１丁目６５０番１７２先 

さつき台１丁目６３８番５先 

 

 

令和４年６月７日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 41 号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 市道路線を次のとおり廃止したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路 線 名 

 起        点 

番号   終        点  

1  さつき台２２号線 
さつき台１丁目６５０番１７０先 

さつき台１丁目６５０番１７２先 

 

 

 令和４年６月７日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 42 号  

 

生駒市監査委員の選任について  

 

生駒市監査委員に下記の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１９６条第１項本文の規定により、議会の同意を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  東 良 德 一 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

  令和４年６月７日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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